
平
成
二
十
一
年
一
月
七
日
提
出

質

問

第

八

号

竹
島
を
日
本
領
か
ら
除
く
と
す
る
我
が
国
の
法
令
が
見
つ
か
っ
た
と
の
韓
国
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
係
る
政

府
の
対
応
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

提

出

者

鈴

木

宗

男
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竹
島
を
日
本
領
か
ら
除
く
と
す
る
我
が
国
の
法
令
が
見
つ
か
っ
た
と
の
韓
国
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
の
報
道
に
係
る
政

府
の
対
応
等
に
関
す
る
質
問
主
意
書

本
年
一
月
三
日
、
韓
国
の
マ
ス
メ
デ
ィ
ア
は
、
我
が
国
に
お
い
て
竹
島
を
日
本
領
か
ら
除
く
と
す
る
法
令
が
見
つ
か
っ
た
と

報
じ
て
い
る
。
右
を
踏
ま
え
、
質
問
す
る
。

一

一
連
の
韓
国
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
を
受
け
、
本
年
一
月
七
日
付
の
読
売
新
聞
は
、
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
北
東
ア
ジ
ア
課

は
「
問
題
の
法
令
は
、
占
領
当
時
の
日
本
政
府
の
行
政
権
が
及
ぶ
範
囲
が
示
さ
れ
て
い
る
だ
け
で
あ
り
、
日
本
の
領
土
の
範

囲
を
示
し
た
も
の
で
は
な
い
」
と
の
見
解
を
示
し
た
と
報
道
し
て
い
る
。
右
に
あ
る
問
題
の
法
令
と
は
、
�
一
九
五
一
年
六

月
六
日
公
布
の
総
理
府
令
第
二
十
四
号
「
朝
鮮
総
督
府
交
通
局
共
済
組
合
の
本
邦
内
に
あ
る
財
産
の
整
理
に
関
す
る
政
令
の

施
行
に
関
す
る
総
理
府
令
」
と
、
�
同
年
二
月
十
三
日
公
布
の
大
蔵
省
令
第
四
号
「
旧
令
に
よ
る
共
済
組
合
等
か
ら
の
年
金

受
給
者
の
た
め
の
特
別
措
置
法
第
四
条
第
三
項
の
規
定
に
基
く
附
属
の
島
を
定
め
る
省
令
」
の
二
つ
で
あ
る
と
承
知
す
る

が
、
改
め
て
、
右
二
法
令
の
内
容
並
び
に
そ
れ
が
竹
島
問
題
に
関
す
る
我
が
国
の
主
張
、
立
場
に
反
す
る
も
の
で
は
な
い
と

す
る
政
府
、
特
に
外
務
省
の
見
解
に
つ
き
説
明
さ
れ
た
い
。

二

一
連
の
韓
国
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
に
関
連
し
、
韓
国
政
府
よ
り
政
府
に
対
し
て
何
ら
か
の
申
し
入
れ
は
な
さ
れ
た
か
。

一



三

一
の
読
売
報
道
で
触
れ
た
外
務
省
ア
ジ
ア
大
洋
州
局
北
東
ア
ジ
ア
課
が
示
し
た
見
解
以
外
に
、
外
務
省
と
し
て
一
連
の
韓

国
マ
ス
コ
ミ
の
報
道
に
対
す
る
公
式
な
反
論
を
行
っ
て
い
る
か
。

四

三
で
、
行
っ
て
い
な
い
の
な
ら
、
そ
の
理
由
を
説
明
さ
れ
た
い
。

右
質
問
す
る
。

二


